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衆
議
院
議
員
照
屋
寛
徳
君
提
出
キ
ャ
ン
プ
・
シ
ュ
ワ
ブ
沿
岸
部
に
お
け
る
海
上
保
安
庁
の
違
法
で
過
剰
な
警
備
行
動
等

に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
取
り
締
ま
っ
て
い
る
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
尋
ね
の
「
理
由
」
に

つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
海
上
保
安
庁
に
お
い
て
は
、
海
上
の
安
全
及
び
治
安
を
確
保
す
る
た
め
の
業

務
を
適
切
に
行
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
一
連
の
過
剰
規
制
（
警
備
行
動
）
」
及
び
「
取
り
締
ま
り
（
制
止
活
動
）
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し

も
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
尋
ね
の
点
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
海
上
保
安
庁
に
お

い
て
は
、
海
上
保
安
庁
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
海
上
の
安
全
及
び
治

安
を
確
保
す
る
た
め
の
業
務
を
行
っ
て
い
る
と
と
も
に
、
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
措
置
を
行
う
場
合
が
あ

る
。

三
に
つ
い
て

一



平
成
二
十
六
年
防
衛
省
告
示
第
百
二
十
三
号
に
よ
り
示
さ
れ
た
臨
時
制
限
区
域
に
お
い
て
は
、
属
地
的
に
は
海
上
保
安
庁

法
を
含
む
我
が
国
の
法
令
が
適
用
さ
れ
、
海
上
保
安
庁
は
、
関
係
法
令
に
従
い
、
海
上
の
安
全
及
び
治
安
の
確
保
を
図
っ
て

い
る
。
ま
た
、
御
指
摘
の
「
ビ
ー
チ
や
沿
岸
で
シ
ュ
ノ
ー
ケ
リ
ン
グ
等
を
す
る
姿
が
現
認
さ
れ
て
い
る
」
の
意
味
す
る
と
こ

ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
米
軍
に
対
し
て
は
、
普
天
間
飛
行
場
代
替
施
設
建
設
事
業
の
事
業
者
で
あ
る
防
衛
省

沖
縄
防
衛
局
が
、
工
事
の
安
全
の
観
点
か
ら
、
必
要
な
情
報
提
供
等
を
行
い
、
安
全
確
保
に
努
め
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

海
上
保
安
庁
法
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
「
海
上
保
安
庁
の
船
舶
」
と
は
、
巡
視
船
、
巡
視
艇
、
測
量
船

等
で
あ
る
。

ま
た
、
キ
ャ
ン
プ
・
シ
ュ
ワ
ブ
沿
岸
部
で
航
行
し
て
い
る
海
上
保
安
庁
の
エ
ン
ジ
ン
付
き
ゴ
ム
ボ
ー
ト
に
つ
い
て
は
、
同

条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
「
海
上
保
安
庁
の
船
舶
」
に
は
当
た
ら
ず
、
同
庁
の
業
務
を
適
切
に
遂
行
す
る
た
め
の

設
備
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

海
上
保
安
庁
の
船
舶
と
他
の
船
舶
を
明
確
に
区
別
す
る
観
点
か
ら
、
海
上
保
安
庁
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同

二



庁
の
船
舶
は
、
番
号
及
び
標
識
を
付
し
、
国
旗
及
び
同
庁
の
旗
を
掲
げ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
御
指
摘
の
「
キ
ャ
ン
プ
・
シ
ュ
ワ
ブ
沿
岸
部
を
航
行
す
る
海
上
保
安
庁
の
巡
視
船
や
巡
視
艇
、
ゴ
ム
ボ
ー
ト
」
が

い
ず
れ
の
巡
視
船
、
巡
視
艇
及
び
ゴ
ム
ボ
ー
ト
を
指
す
の
か
明
ら
か
で
な
い
た
め
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
が
、
同
庁
の
巡
視
船
や
巡
視
艇
は
、
同
法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
「
海
上
保
安
庁
の
船
舶
」
に
該
当
す
る
こ
と
か

ら
、
国
旗
及
び
同
庁
の
旗
を
掲
げ
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

小
型
船
舶
を
操
縦
す
る
場
合
の
操
縦
資
格
に
つ
い
て
は
、
船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第

百
四
十
九
号
）
で
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
動
力
機
関
を
搭
載
し
な
い
カ
ヌ
ー
、
カ
ヤ
ッ
ク
、
ボ
ー
ト
等
で
あ
っ
て
、
ろ
か
い

の
み
を
も
っ
て
運
転
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
法
の
適
用
が
な
い
。

ま
た
、
船
舶
の
航
行
方
法
に
つ
い
て
は
、
海
上
に
お
い
て
は
、
海
上
衝
突
予
防
法
（
昭
和
五
十
二
年
法
律
第
六
十
二
号

）
、
海
上
交
通
安
全
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
五
号
）
及
び
港
則
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
で
定

め
ら
れ
て
い
る
。
河
川
に
お
い
て
は
、
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
が
適
用
又
は
準
用
さ
れ
る
河
川
に

つ
い
て
舟
及
び
い
か
だ
の
通
航
方
法
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
一
方
、
同
法
が
適
用
又
は
準
用
さ
れ
て

三



い
な
い
河
川
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
航
行
方
法
に
つ
い
て
規
定
す
る
法
律
は
な
い
。

七
に
つ
い
て

海
上
保
安
庁
が
管
理
す
る
灯
台
、
桟
橋
等
に
つ
い
て
は
、
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
管
理
上
必
要
な
場
所
へ
の
立
入
り
を

禁
止
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
長
島
灯
台
に
つ
い
て
は
、
老
朽
化
に
よ
り
外
壁
が
剝
が
れ
落
ち
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
、

長
島
内
の
桟
橋
は
柵
等
が
な
く
海
中
転
落
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
等
か
ら
、
こ
れ
ら
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
平
成
二

十
六
年
七
月
十
九
日
に
看
板
を
設
置
し
た
も
の
で
あ
る
。

四


